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番  号 議      案      名 ページ 

議案第４１号 
宇土市印鑑条例及び宇土市手数料条例の一部を改正する条

例について 
１ 

議案第４２号 
宇土市多目的市民交流施設等整備工事請負契約の締結につ

いて 
２ 

諮問第１号 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて 
３ 

諮問第２号 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて 
４ 
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議案第４１号 

 

宇土市印鑑条例及び宇土市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市印鑑条例及び宇土市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和８年６月１２日提出 

宇土市長 光 井 正 吾    

 

宇土市印鑑条例及び宇土市手数料条例の一部を改正する条例 

（宇土市印鑑条例の一部改正） 

第１条 宇土市印鑑条例（昭和５１年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第５項中「個人番号カード（」を「個人番号カード、出入国管理及び難民認

定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カー

ド若しくは日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明

書（これらのうち」に、「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３

号ロ」に改める。 

（宇土市手数料条例の一部改正） 

第２条 宇土市手数料条例（平成１１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「個人番号カード（」を「個人番号カード、出入国管理及び難民認定

法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カード

若しくは日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書

（これらのうち」に、「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号

ロ」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年６月１４日から施行する。ただし、第１条中宇土市印鑑条例第１

４条の改正規定（「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に

改める部分に限る。）及び第２条中宇土市手数料条例第２条の改正規定（「第１２条の２

第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改める部分に限る。）は、公布の

日から施行する。 

 

 

提案理由 

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第５９号）の施行及

び電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の一部改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４２号 

 

宇土市多目的市民交流施設等整備工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

宇土市長 光 井 正 吾    

 

１ 契約の目的  宇土市多目的市民交流施設等整備工事 

２ 契約の方法  条件付一般競争入札 

３ 契約の金額  １，１８５，０５２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

４ 契約の相手方 宇土市本町六丁目３６－１－１０１ 

山王株式会社 宇土営業所 

営業所長 豊田 照義 

 

 

提案理由 

 予定価格１億５，０００万円以上の工事の請負に関する契約は、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第６号）第２条の規定により、

議会の議決を必要とする。 

 これが、この議案を提出する理由である。 


